
【発⾏】独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター
学校安全Ｗｅｂホームページ：https:// www.jpnsport.go.jp/anzen/に詳細を掲載しています。

破折や⽋損の部位・程度・補綴の形
態を記⼊してください。

証明⽇・⻭科医院所在地及び名称・
⽒名の記⼊、㊞をお願いします。

学校の管理下外の災害による治療も
記⼊してください。

・学校の管理下での災害による傷病
名のみ記⼊してください。

・受傷部位を記⼊してください。

この枠内の記⼊をお願いします。

令和3年4⽉1⽇以降に発⽣した災害に
ついて適⽤します。

独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターの災害共済給付業務にご協⼒をいただき、ありがとうございます。
令和3年4⽉から、これまで障害⾒舞⾦の対象となっていなかった１⻭の⻭⽛⽋損についても、附帯業務として、
「⻭⽛⽋損⾒舞⾦」を⽀給することになりました。⻭⽛⽋損診断書の証明に当たっては、以下の記⼊例に基づき
ご対応いただきますようお願い申し上げます。

①１⻭以上⽋損した場合に証明をお願いします（障害⾒舞⾦の対象となるものを除く。）。
②「⽋損」とは、永久⻭が根から全部取れてなくなったもの（喪失⻭であり、治療過程で抜⻭したものも含

む。）をいい、破折は含みません。
③⽋損補綴⻭（⽋損補綴を加えたもの）の脱落等は、⽋損した⻭数に算⼊しません。
④⽋損⻭が過剰⻭である場合は、⽋損した⻭数に算⼊します。
⑤⽋損⻭が乳⻭である場合は、⽋損した⻭数に算⼊しません。ただし、後継永久⻭がない乳⻭の場合は、⽋

損した⻭数に算⼊します。
⑥再植⻭は、⽋損した⻭数に算⼊しません。
⑦令和3年4⽉1⽇以降に発⽣した災害（治ゆ⼜は症状固定した⽇ではありません。）について適⽤します。

今回の学校の管理下の災害で⽋損し
た⻭の部位に〇を付けてください。
※切（⾨）⻭が2⻭⽋損した場合は、

障害⾒舞⾦の対象となります。

⽋損した⻭以外も含めて、当該災害
によるすべての傷病が治ゆ⼜は症状
固定した後に証明してください。


